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【事案の概要】

各財務局に設置される多重債務相談窓口（以下「窓口」という。）の運営に必要な経費である。窓口では、国民から寄せられる
借金等の相談に無料で応じ、債務整理についてのアドバイスや弁護士・司法書士等への引継ぎなど、問題解決に向けた助言等を行っ
ているほか、多重債務や金融トラブルの未然防止に関する講演、地方自治体職員等を対象とする多重債務相談等に係る研修会等も
実施している。

窓口設置の経緯としては、多重債務者数の増加など多重債務問題の社会問題化を背景に、平成18年12月に「改正貸金業法」が成
立し、貸付けの上限金利の引下げ、貸付残高の総量規制の導入等の施策が講じられることとなったが、これは貸し手への規制を通
じて新たな多重債務者の発生を抑制しようとするものであった。他方で、窓口はいわば「借り手対策」として、「多重債務問題改
善プログラム」（平成19年４月多重債務者対策本部決定）に基づき、財務局など国の機関において相談体制の強化、相談内容の充
実を図ることとされ、平成20年度から各財務局に多重債務相談員（以下「相談員」という。）を配置することとなったものである。

窓口の運営に当たっては、専門的な知識や業務経験等を有する者を相談員として採用しており、当該人件費が本予算の大宗を占
めている。なお、相談員は業務の専門性等を考慮し専門調査員として採用するため、賃金職員と比較して高額な給与が支払われて
いる。

総 括 調 査 票

調査事案名 （８）多重債務者相談窓口経費
調査対象
予 算 額

令和３年度（補正後）：281百万円
（参考 令和４年度：278百万円）

府省名 財務省
会計 一般会計

項 財務局業務費 調査主体 本省

組織 財務局 目 非常勤職員手当、庁費ほか 取りまとめ財務局 －

①調査事案の概要 ②調査の視点

１．相談員の配置について

相談件数等と比較して、相談員の配置状況
は適正となっているか。

２．相談員の業務内容について

【調査対象年度】
令和３年度

【調査対象先数】
財務局：10局

多重債務問題への対応を主たる目的とし、
専門性を有する者を相談員として採用してい
るが、業務内容は本来の採用目的に沿ったも
のとなっているか。

【多重債務相談窓口のリーフレットの例】
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③調査結果及びその分析 ④今後の改善点・検討の方向性

１．相談員の配置について １．相談員の配置について

相談員の配置については、窓口設置時
と比較して多重債務者数は激減している
など、状況が大きく変化していることや、
各財務局で相談員の稼働状況に差が生じ
ていること等を考慮し、配置数の削減も
含め、適正な配置となるように見直しを
行うべき。

少なくとも「相談員１人当たり（実員
ベース）の相談件数」が平均値（110件）
を下回っている財務局においては、やむ
を得ない事情がある場合を除き、合理化
の検討が必要である。

同様に、相談員一人別に見て、１か月
間の平均相談件数が「１～５件程度」に
留まっている相談員が所在する財務局に
ついても、配置数を見直すべき。

見直しに当たっては、利用状況が低調
な窓口について、まずは配置数の削減を
検討すべきであるが、管内全体で相談員
が不足する状況にある場合には、本局や
近隣の財務事務所への窓口集約も選択肢
に含め、窓口運営効率化の観点から検討
を行うべき。

なお、窓口集約を行う場合は、出張相
談やオンライン相談の実施等により、相
談者の利便性が損なわれないように工夫
を講じることが必要である。

財務局における相談件数及び相談員数の推移を調査したところ、【図１】のとおり、令和３年度の相談件数は4,966件となって
おり、過去最多であった平成21年度の9,335件と比較して約５割減少している。

背景としては、平成22年６月の「改正貸金業法」の完全施行後、上限金利の引下げや総量規制の導入等の効果が浸透し、多重債
務者数が激減していることが挙げられ、相談件数及び相談員数から算出した「相談員１人当たり（予算ベース）の相談件数」も、
令和３年度は108件となっており、平成21年度の212件と比較して約５割減少している。こうした中、相談員数は令和３年度におい
て46名分の予算措置を行っているが、平成21年度の44名からほぼ横ばいで推移しており、長らく抜本的な見直しが行われていない
状況となっている。

また、令和３年度の財務局別の「相談員１人当たり（実員ベース）の相談件数」を確認したところ、【表１】のとおり、財務局
間でのバラツキが見られた（平均：110件）。加えて、相談員一人別に相談対応の状況を調査した結果、【図２】のとおり、相談員
によっても相談件数に差異が生じており、１か月間の相談件数が「１～５件程度」との回答が約３割を占める結果となった。

【表１】相談員１人当たり（実員ベース）の相談件数（令和３年度、財務局別）

【図２】１か月間の平均相談件数（令和３年度、相談員一人別）

（注１）令和３年度末に在籍していた相談員42名を対象に調査を実施。
出張相談会等における相談件数は除き、通常時の実績を基に回答。

（注）A～E局は代表例で
あり、「平均」及び「合計」
は全10局の値から算出。

【図１】相談件数及び相談員数（予算ベース）等の推移

A局 B局 C局 D局 E局 合計 平均 【参考】平均
（相談員数を予算
ベースにしたも

の）

相談件数（件） 2,360 516 556 364 84 4,966 496.6 496.6

相談員数（人） 12 3 5 8 2 45 4.5 4.6

相談員１人当たりの相
談件数（件）

196.7 172.0 111.2 45.5 42.0 － 110.4 108.0

（単位：件、万人、人）（単位：件）

（注２）計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計におい
て100%と一致しない。
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③調査結果及びその分析 ④今後の改善点・検討の方向性

２．相談員の業務内容について

各財務局での相談員の採用方針を確認したところ、全財務局において、多重債務相談の専門性を考慮し、公的機関や金融機関
等での債務整理等の相談業務への従事経験や消費生活専門相談員等の資格保有等を要件として設けた上で、採用を行っているこ
とが分かった。

また、業務内容については、【表３】のとおり、大半の相談員が多重債務関連業務だけでなく、その他の業務にも従事してい
る状況となっている。「その他の業務」の内容としては、金融サービスに係る苦情対応や金融教育に係る広報活動など専門性が
要求される業務から庶務等の業務まで多岐にわたる内容となっていた。併せて、各業務のウエイトについても調査したところ、
【図３】のとおり、多重債務関連業務よりもその他の業務のウエイトの方が大きいとの回答（9.5%）も見受けられる結果となっ
た。

２．相談員の業務内容について

【図３】相談員の業務ウエイト

回答数 割合

相談業務（出張相談を含む） 42 100.0%

出前講座等の講演業務
（多重債務関連）

32 76.2%

関係機関との連携・調整等業務 38 90.5%

その他の業務 41 97.6%

【表３】相談員の業務内容

（注）令和３年度末時点で在籍していた相談員42名を対象に調査（複数回答可）。

財務局

本局に集約して配置 ７局

本局及び全財務事務所に配置 ３局

【表２】相談員の配置状況

また、各財務局における相談員の配置状況を確認したところ、【表２】のとおり、相談員を本局に集約して配置している財務局
が10局中７局となっており、多数を占める状況であることが分かった。

各財務局において、現在の相談員の
業務内容が本来の採用目的に沿ったも
のとなっていない事例も確認されたた
め、採用目的を逸脱していると認めら
れる場合には、配置数の削減も含め、
見直しを行うべき。

（注）令和３年度末時点で在籍していた相談員42名を対象に調査。

本局に相談員を集約している財務局を対象にその理由を尋ねたところ、
管内の相談件数等を考慮して窓口を本局に一元化しているとの回答が多
数見られたほか、講演活動等を行う上でも相談員を集約して派遣する方
が効率的であるとの回答も見られた。

なお、相談員が配置されていない財務事務所においては、定期的に本
局相談員による出張相談会を開催したり、利用者から対面での相談要望
があった場合等には、本局から相談員を派遣した上で相談に応じること
等により対応がなされている。

１．相談員の配置について


